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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　先端部側に切削部を設けるとともに中心軸を中心に回転させて切削動作を行なう医療用
切削具の案内具であって、前記医療用切削具の外周面の外径よりもわずかに大きい内径を
有するガイド面が形成されるとともに前記医療用切削具の外周面に切削方向に移動可能で
回動自在に装着されるガイド部材と、施術部位に位置決めされて取り付けられるとともに
前記ガイド部材を切削方向に移動しないように保持する保持部材とを備え、前記保持部材
は、前記ガイド部材の外周面の外径よりも狭い幅の開口部が切削方向に沿って形成されて
おり、前記医療用切削具に装着された前記ガイド部材を切削方向と直交する方向から前記
開口部に嵌入させ前記保持部材及び／又は前記ガイド部材が一時的に変形して前記ガイド
部材が前記保持部材内に装着されることで前記医療用切削具が切削方向に沿うように保持
されることを特徴とする医療用切削具の案内具。
【請求項２】
　前記ガイド部材は、円筒状部材であることを特徴とする請求項１に記載の案内具。
【請求項３】
　前記保持部材は、薄板状の一対の把持部を備えていることを特徴とする請求項１又は２
に記載の案内具。
【請求項４】
　前記ガイド部材には、前記保持部材に当接して切削方向の移動を規制する規制部が形成
されていることを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の案内具。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯科、口腔外科、整形外科等の外科手術において、骨にインプラント用の挿
着孔を穿孔する際に用いられる医療用切削具の案内具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　歯科、口腔外科、整形外科等の外科手術では、人工歯根、人工関節、人工骨、骨折治療
具等のインプラントを正確に挿着する必要があり、そのため人体の生体骨に予め穿孔して
挿着孔を形成し、挿着孔にインプラントを挿入して位置決め固定するようにしている。
【０００３】
　こうした穿孔に用いる医療用切削具としては、例えば、特許文献１には、管状鋸及びド
リルを同軸に設け、管状鋸により骨状組織を穿孔しその際生じる骨片をドリルで内部に収
集する切削具が挙げられる。
【０００４】
　切削具により穿孔を行う場合その切削方向を予め設定しておく必要があり、そのための
ガイド部材が使用されている。例えば、特許文献２では、穿孔工具のドリルの径とほぼ等
しい円筒形のガイド穴を有するガイド部材及びガイド部材を穿孔位置に支持する支持部材
を備えた歯科用ドリルガイド装置が記載されている。また、特許文献３では、人体部位の
欠損部に被せて装着する冠状部材を備え、冠状部材には、目標穿孔位置まで作業装置を案
内するために上下方向に貫通するガイド孔を設け、ガイド孔から側方に向かって開放され
た上下方向のスリットを有するガイド部材が記載されている。
【特許文献１】特開平６－３０４１８７号公報
【特許文献２】実開平１－５９１１３号公報
【特許文献３】特開２００６－３４１０６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献２及び３に記載されているようなガイド部材では、切削具を案内するために上
下方向にスリット状に形成された溝を用いているが、こうした溝をガイド面とする場合切
削具を横方向から挿入して容易に位置決めできる反面、穿孔動作中に切削具が溝内を揺動
しやすくなって安定した穿孔動作が行なえないといったデメリットがある。
【０００６】
　そこで、本発明は、切削具を容易にセットすることができるとともに安定した穿孔動作
を行うことができる医療用切削具の案内具を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る医療用切削具の案内具は、先端部側に切削部を設けるとともに中心軸を中
心に回転させて切削動作を行なう医療用切削具の案内具であって、前記医療用切削具の外
周面の外径よりもわずかに大きい内径を有するガイド面が形成されるとともに前記医療用
切削具の外周面に切削方向に移動可能で回動自在に装着されるガイド部材と、施術部位に
位置決めされて取り付けられるとともに前記ガイド部材を切削方向に移動しないように保
持する保持部材とを備え、前記保持部材は、前記ガイド部材の外周面の外径よりも狭い幅
の開口部が切削方向に沿って形成されており、前記医療用切削具に装着された前記ガイド
部材を切削方向と直交する方向から前記開口部に嵌入させ前記保持部材及び／又は前記ガ
イド部材が一時的に変形して前記ガイド部材が前記保持部材内に装着されることで前記医
療用切削具が切削方向に沿うように保持されることを特徴とする。さらに、前記ガイド部
材は、円筒状部材であることを特徴とする。さらに、前記保持部材は、薄板状の一対の把
持部を備えていることを特徴とする。さらに、前記ガイド部材には、前記保持部材に当接
して切削方向の移動を規制する規制部が形成されていることを特徴とする。
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【発明の効果】
【０００８】
　上記のような構成を有することで、医療用切削具にガイド部材を装着してガイド部材を
保持部材内に取り付けるようにしたので、医療用切削具がガイド部材内で安定して回動す
ることができるとともに保持部材により切削方向に沿うように保持されて安定して穿孔動
作することが可能となる。そして、ガイド部材が切削方向に移動しないように保持部材に
保持されるので、医療用切削具が穿孔動作に伴う切削方向の移動をスムーズに行うことが
できる。
【０００９】
　また、ガイド部材の外周面の外径よりも狭い幅の開口部を保持部材に形成し、開口部に
ガイド部材を横方向から嵌入させて保持部材内にガイド部材を装着するようにしているの
で、ガイド部材の保持部材への着脱動作を確実に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明に係る実施形態について詳しく説明する。なお、以下に説明する実施形態
は、本発明を実施するにあたって好ましい具体例であるから、技術的に種々の限定がなさ
れているが、本発明は、以下の説明において特に本発明を限定する旨明記されていない限
り、これらの形態に限定されるものではない。
【００１１】
　図１は、本発明に係る実施形態に関する外観斜視図（図１（ａ））及びＡ－Ａ断面図（
図１（ｂ））であり、図２は、本実施形態に関する分解斜視図である。医療用切削具の案
内具は、ガイド部材１及び保持部材２からなり、この例では、歯科治療に使用するために
、ガイド部材１は、インプラントに装着するための穿孔作業を行う切削具１００に装着さ
れており、保持部材２は、患者の歯列に装着される樹脂製の歯列装着部材２００に取り付
けられている。
【００１２】
　ガイド部材１は、円筒形の本体部１０の両端部フランジ部１１が形成されている。ガイ
ド部材１に用いる材料としては、高強度、耐摩耗性、摺動特性に優れた樹脂材料が好まし
く、また、切削具がガイド部材１内で回転動作中にガイド部材１が削り取られて外部に飛
散することも考慮して人体に無害なものを選択することが望ましい。例えば、樹脂材料と
してはポリアセタールが好ましい。
【００１３】
　ガイド部材１の本体部１０の内径は、切削具１００の外径よりもわずかに大きくなるよ
うに設定されており、そのため切削具１００に装着した状態ではガイド部材１が切削具１
００の周囲を回動自在に装着される。図３は、切削具１００にガイド部材１を装着する場
合の説明図である。切削具１００は、下端部に鋸状の切削部１０１が形成されており、上
部にはハンドピースに固定するための係止部１０２が形成されている。そして、ガイド部
材１を上方から切削具１００に挿通して装着する。この場合、切削具１００の下部を切削
部１０１に向かってわずかに末広がり状に外径が大きくなるように形成しておけば、ガイ
ド部材１が切削具１００の下方からすり抜けて外れてしまうのを防止することができる。
　また、ガイド部材１の上方への移動を規制するために、ガイド部材１を装着した後に樹
脂製のＯリングを切削具１００の所定位置に取り付けてもよい。
【００１４】
　ガイド部材１の本体部１０の厚さは薄く成形されており、保持部材２の開口部２２に嵌
入する際に外径が狭まるように変形可能となっている。また、本体部１０の外径は、保持
部材２の一対の把持部２０の内面の内径とほぼ同じかわずかに小さくなるように設定され
ており、本体部１０が把持部２０内でがたつくことなく保持されるようになっている。
【００１５】
　フランジ部１１は、本体部１０の両端部に外方に突出するように形成されており、その
外径は把持部２０の内径よりも大きく外径よりも小さくは同じ程度に設定されている。
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【００１６】
　保持部材２０は、内面が平面視円弧状に形成された一対の把持部２０、把持部２０の端
部から末広がり状に延設された板状の導入部２１、把持部２０の端部の間に形成された開
口部２２、及び、把持部２０の背面に突設された支持部２３を備えている。
【００１７】
　保持部材２０は、金属材料からなり、各部分がほぼ同じ厚さの板状に形成されている。
保持部材２０に用いられる金属材料としては、人体に無害なものを選択することが好まし
く、例えば、チタンが好ましい。
【００１８】
　図４は、保持部材２の平面図である。把持部２０は、円筒形の一部を切り欠いて形成さ
れており、この例では、円筒形の中心軸Ｏを通る平面Ｔ及び中心軸Ｏから外れた位置で平
面Ｔと直交する平面Ｓを設定した場合に、平面Ｓに沿って切り欠いて平面Ｔの両側に一対
の把持部２０が形成される。把持部２０の端部の間には間隔ｄの幅で開口部２２が形成さ
れている。ガイド部材１の本体部１０の外径Ｄは把持部２０の内面の内径とほぼ同じ形状
に設定されているため、外径Ｄに対して開口部２２の間隔ｄは狭くなるように設定される
ようになる。
【００１９】
　一対の導入部２１は、平板状に形成されて把持部２０の端部から外方に向かって延設さ
れており、導入部２１の間の間隔は外方にいくに従い拡大するように設定されている。
【００２０】
　把持部２０及び導入部２１の中心軸方向の長さは、ガイド部材１の本体部１０の長さ（
フランジ部１１の間の長さ）とほぼ同じかわずかに小さくなるように設定されている。
【００２１】
　ガイド部材１を装着した切削具２０を保持部材２に嵌入する場合、ガイド部材１の本体
部１０を開口部２２に対して横方向（中心軸Ｏに対して直交する方向）から挿入する。そ
の際に、導入部２１により開口部２２に誘導されながら本体部１０を移動するようにすれ
ば、正確に開口部２２に本体部１０を対向させることができる。特に、本体部１０の両端
部に突出するフランジ部１１を導入部２１の両側端に当接してガイド部材１を移動させる
ようにすれば、確実に本体部１０を開口部２２に対して位置合せすることが可能となる。
【００２２】
　開口部２２に位置合せされた本体部１０を把持部２０内に押し込むと、本体部１０が変
形して把持部２０内に嵌入されるようになる。その際に、開口部２２を通り抜けるように
本体部１０の外径の幅が狭くなり、また把持部２０がわずかに外方に撓んで開口部２２の
幅が拡がるようになる。ガイド部材１の本体部１０の内周面は切削具１００の外周面との
間にわずかに隙間が形成されているので、その分本体部１０が内側に凹むように変形する
ことができ、外径の幅を狭くすることが可能となる。
【００２３】
　支持部２３は、平面Ｔに沿って把持部２０の背面側に突出した連結部２３ａに直交する
ように上下に並列配置された一対の矩形状の板状体を備えている。図５は、歯列装着部材
２００に保持部材２を埋め込むように取り付けた状態を示す斜視図である。
【００２４】
　歯列装着部材２００は、公知の樹脂材料を用いて形成される。樹脂材料としては、例え
ば、塩化ビニル樹脂、酢酸ビニル樹脂、ポリエステル樹脂、ＡＢＳ樹脂、アクリル樹脂、
フッ素樹脂、ポリアミド樹脂、アセタール樹脂、ポリカーボネイト等が用いられる。イン
プラントの施術を行う際の利便性を考慮して、樹脂材料は透明又は半透明のものが好まし
い。
【００２５】
　図６から図９は、歯列装着部材２００を製造する工程に関する説明図である。Ｕ字状の
基台２０１の上部に歯列２０２が形成されている。そして、インプラントを埋め込む部位
には、埋め込み孔２０３が予め穿設されている。埋め込み孔２０３は、患者の施術部位を
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撮影したＸ線画像等に基づいて決められた埋め込み方向に沿って穿設される。
【００２６】
　図７では、患者の歯型に穿設された埋め込み孔２０３にガイド部材１の本体部１０と同
一径の金属棒２０４を挿着する。金属棒２０４には、予め保持部材２が嵌合して取り付け
られている。保持部材２の取付位置は、ガイド部材１が装着された切削具１００が保持部
材２に装着された場合に切削部１０１が歯肉に接触しないように所定の高さに設定する。
【００２７】
　図８では、金属棒２０４が挿着された状態で歯列全体を溶融した樹脂材料で被覆するよ
うに密着させる。その際に、金属棒２０４に取り付けた保持部材２の係合部２３を樹脂材
料で埋めるように密着させ、把持部２０及び導入部２１の内部には樹脂材料が入り込まな
いように成形する。こうして樹脂材料を固化させて歯列装着部材２００を成形する。
【００２８】
　図９では、固化した歯列装着部材２００を歯型２０２から取り外し、保持部材２から金
属棒２０４を引き抜くことで、保持部材２を一体化して固定した歯列装着部材２００を得
ることができる。そして、保持部材２は金属棒２０４に嵌合したままの状態で固定される
ため、保持部材２の把持部２０の内面はインプラントの埋め込み方向である切削方向にガ
イドするように設定される。
【００２９】
　以上のように製造することで、予め成形された保持部材２をインプラントの埋め込み方
向である切削具の切削方向に正確に位置決めすることができる。また歯列装着部材２００
の下面は患者の歯型に合致した形状に成形されるので、施術の際に患者の歯列に密着して
歯列装着部材２００を装着することができ、切削具の回転動作中にぶれることがなく安定
した状態で穿孔作業を行うことが可能となる。
【００３０】
　以上の製造工程では、溶融した樹脂材料を保持部材とともに固化して固定するようにし
ているが、溶融した樹脂材料を歯型に合せて一旦固化させて歯列装着部材を形成した後保
持部材が固定される部分を削除し、削除した部分に保持部材を嵌合した金属棒を位置決め
して歯列装着部材との間を溶融した樹脂材料により接着するようにしてもよい。板状の樹
脂材料を歯型に押し付けることで型取りして歯列装着部材を成形する場合にも保持部材を
固定する部分を削除して保持部材を接着固定すればよい。
【００３１】
　図１０から図１２は、ガイド部材１を装着した切削具１００を保持部材２に取り付ける
場合の過程を示す説明図である。歯列装着部材２００は、図１０に示すように、患者の歯
列に装着して保持部材２をインプラントの施術部位に正確に位置決めする。保持部材２を
施術部位に位置決めした後、図１２に示すように、切削具１００を取り付けたハンドピー
スＨを移動させて、切削具１００に装着されたガイド部材１を保持部材２の開口部２２の
横方向から導入部２１に沿って導入する。その際に、ガイド部材１のフランジ部１１が導
入部２１の上端に沿うようにして導入させれば、確実にガイド部材１を開口部２２の対向
位置に位置合せすることができる。そして、ガイド部材１の本体部１０を開口部２２に押
し込むようにすると、本体部１０及び開口部２２が変形して本体部１０が把持部２０内に
嵌入される。一旦本体部１０が把持部２０内に収容されると、変形した本体部１０及び開
口部２２が元の状態に戻るため本体部１０の外径が開口部２２の幅よりも大きくなって簡
単に外れることはなく、安定した状態で保持される。
【００３２】
　このように、ガイド部材１を開口部２２に対向させて着脱するので、開口部２２に本体
部を平行に位置合せしないと着脱することができず、切削具１００の回転動作中に不用意
に外れることが防止される。
【００３３】
　また、ガイド部材１のフランジ部１１が把持部２０の上端及び下端に当接した状態（図
１（ｂ）参照）になるため、ガイド部材１が切削方向である上下方向に移動することが規
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制される。
【００３４】
　切削具１００は、保持部材２内に保持されると切削方向にガイドされるようになる。そ
して、図１２に示すように、切削具１００をガイド部材１内で回転駆動させて下方に移動
させることで切削部１０１が歯肉Ｍに食い込んでいき、円形状の孔を穿孔するように動作
するようになる。この場合、ガイド部材１は切削方向に移動することがないので、切削具
１００のみをスムーズに移動させて穿孔動作を行なうことができる。穿孔動作による深さ
は、外周面に表示されたスケールをチェックすることで所定の深さまで正確に穿孔するこ
とができる。
【００３５】
　以上説明した例では、ガイド部材１のフランジ部１１を保持部材２の把持部２０に当接
させて切削方向の移動を規制しているが、図１３（ａ）に示すように、保持部材２’の把
持部の上下の端部に内方に突設したフランジ部２４を形成して、フランジ部２４の間にガ
イド部材１’を収容するようにしてもよい。また、図１３（ｂ）に示すように、保持部材
２”の把持部の内面に凸条部２５を形成し、ガイド部材１の外周面に凹条部１２を形成し
ておき、ガイド部材１”が保持部材２”内に収容された際に凸条部２５及び凹条部１２が
嵌合して切削方向の移動を規制するようにしてもよい。
【００３６】
　また、ガイド部材１は、切削具１００に装着された場合に切削具１００の外周面に対し
て接触する面積が小さい方が切削具１００の回動動作の摩擦抵抗が少なくなって回動動作
をスムーズに行うことができる。そのため、例えば、図１４に示すガイド部材１の断面図
に示すように、フランジ部１１の内周面の内径を本体部１０の内径よりも小さくしてフラ
ンジ部１１の内周面で切削具１００の外周面に接触するようにすれば、ガイド部材１をが
たつくことなく切削具１００に装着できるとともに接触面積を小さくすることが可能とな
る。
【００３７】
　また、外径の異なった複数の切削具を使用する場合には、切削具の最大径に合せて保持
部材を作成しておき、ガイド部材１の内径を切削具の外径に合せて複数種類作成しておけ
ば、１種類の保持部材で外径の異なる切削具を保持することができる。そのため、小さい
径の切削具で穿孔動作を行った後大きい径の切削具で再度穿孔動作を行なう場合にも簡単
に対応することが可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００３８】
　本発明に係る医療用切削具のガイド部材は、歯科、口腔外科、整形外科等の外科手術に
おいて、骨にインプラント用の埋め込み孔を穿孔する際に好適に用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明に係る実施形態に関する外観斜視図である。
【図２】図１の分解斜視図である。
【図３】切削具にガイド部材を装着する場合の説明図である。
【図４】保持部材の平面図である。
【図５】歯列装着部材に保持部材に取り付けた状態を示す斜視図である。
【図６】歯列装着部材の製造工程に関する説明図である。
【図７】歯列装着部材の製造工程に関する説明図である。
【図８】歯列装着部材の製造工程に関する説明図である。
【図９】歯列装着部材の製造工程に関する説明図である。
【図１０】保持部材にガイド部材を挿着する過程に関する説明図である。
【図１１】保持部材にガイド部材を挿着する過程に関する説明図である。
【図１２】保持部材にガイド部材を挿着する過程に関する説明図である。
【図１３】案内具の変形例に関する斜視図である。
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【図１４】ガイド部材の変形例に関する斜視図である。
【符号の説明】
【００４０】
１　　ガイド部材
10　　本体部
11　　フランジ部
12　　凹条部
２　　保持部材
20　　把持部
21　　導入部
22　　開口部
23　　支持部
24　　フランジ部
25　　凸条部
100　 切削具
200　 歯列装着部材

【図１】 【図２】

【図３】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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